
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

（
本
則
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）

1



- 1 -

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
十
七
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
七
条

（
略
）

（
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
）

（
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
）

第
十
八
条

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

第
十
八
条

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

乗
用
自
動
車
（
揮
発
油
、
軽
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る

一

乗
用
自
動
車
（
揮
発
油
、
軽
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る

も
の
及
び
電
気
を
動
力
源
と
す
る
も
の
（
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
を
除

も
の
に
限
り
、
二
輪
の
も
の
（
側
車
付
き
の
も
の
を
含
む
。
）
、
無
限

く
。
）
に
限
り
、
二
輪
の
も
の
（
側
車
付
き
の
も
の
を
含
む
。
）
、
無

軌
道
式
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も

限
軌
道
式
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
～
二
十
九

（
略
）

二

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
暖
房
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
を
含
み
、
冷
房
能
力
が
五
十
・
四
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
及
び

水
冷
式
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

三

照
明
器
具
（
安
定
器
又
は
制
御
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆

型
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

四

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り

、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

五

複
写
機
（
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列

二
番
（
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五
号
に
お
い
て
「
Ａ
二
判
」
と
い
う

。
）
以
上
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
そ
の
他
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経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

六

電
子
計
算
機
（
演
算
処
理
装
置
、
主
記
憶
装
置
、
入
出
力
制
御
装
置

及
び
電
源
装
置
が
い
ず
れ
も
多
重
化
さ
れ
た
構
造
の
も
の
そ
の
他
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

七

磁
気
デ
ィ
ス
ク
装
置
（
記
憶
容
量
が
一
ギ
ガ
バ
イ
ト
以
下
の
も
の
そ

の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

八

貨
物
自
動
車
（
揮
発
油
又
は
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
り
、
二

輪
の
も
の
（
側
車
付
き
の
も
の
を
含
む
。
）
、
無
限
軌
道
式
の
も
の
そ

の
他
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

九

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
（
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に

限
り
、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

。
）

十

電
気
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
と
一
体
の
も
の
を
含
み
、
熱
電
素
子
を
使
用

す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
一

電
気
冷
凍
庫
（
熱
電
素
子
を
使
用
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
二

ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
又
は
灯
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
り
、
開
放

式
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
三

ガ
ス
調
理
機
器
（
ガ
ス
炊
飯
器
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）

十
四

ガ
ス
温
水
機
器
（
貯
蔵
式
湯
沸
器
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
）

十
五

石
油
温
水
機
器
（
バ
ー
ナ
ー
付
風
呂
釜
（
ポ
ッ
ト
式
バ
ー
ナ
ー
を

組
み
込
ん
だ
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）

十
六

電
気
便
座
（
他
の
給
湯
設
備
か
ら
温
水
の
供
給
を
受
け
る
も
の
そ
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の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
七

自
動
販
売
機
（
飲
料
を
冷
蔵
又
は
温
蔵
し
て
販
売
す
る
た
め
の
も

の
に
限
り
、
専
ら
船
舶
に
お
い
て
用
い
る
た
め
の
も
の
そ
の
他
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
八

変
圧
器
（
定
格
一
次
電
圧
が
六
百
ボ
ル
ト
を
超
え
、
七
千
ボ
ル
ト

以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に

限
り
、
絶
縁
材
料
と
し
て
ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九

ジ
ャ
ー
炊
飯
器
（
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
）

二
十

電
子
レ
ン
ジ
（
ガ
ス
オ
ー
ブ
ン
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
一

デ
ィ
ー
・
ブ
イ
・
デ
ィ
ー
・
レ
コ
ー
ダ
ー
（
交
流
の
電
路
に
使

用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
二

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
機
器
（
電
気
通
信
信
号
を
送
受
信
す
る
機
器
で

あ
つ
て
、
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
宛
先
と
な
る
機
器

に
至
る
経
路
の
う
ち
か
ら
、
経
路
の
状
況
等
に
応
じ
て
最
も
適
切
と
判

断
し
た
も
の
に
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
（
専

ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
り
、
通
信
端
末
機
器
を

電
話
の
回
線
を
介
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
に
際
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
に
電
話
を
か
け
て
当
該
通
信
端

末
機
器
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
に
使
用
す
る
も
の
そ
の

他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

二
十
三

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
機
器
（
電
気
通
信
信
号
を
送
受
信
す
る
機
器
で

あ
つ
て
、
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
当
該
機
器
が
送
信



- 4 -

す
る
こ
と
の
で
き
る
二
以
上
の
経
路
の
う
ち
か
ら
、
宛
先
ご
と
に
一
に

定
め
ら
れ
た
経
路
に
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

（
専
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
り
、
無
線
通
信
を

行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
。
）

二
十
四

複
合
機
（
複
写
の
機
能
に
加
え
て
、
印
刷
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送

信
又
は
ス
キ
ャ
ン
の
う
ち
一
以
上
の
機
能
を
有
す
る
機
械
及
び
印
刷
の

機
能
に
加
え
て
、
複
写
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送
信
又
は
ス
キ
ャ
ン
の
う
ち

一
以
上
の
機
能
を
有
す
る
機
械
（
い
ず
れ
も
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の

に
限
り
、
Ａ
二
判
以
上
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

二
十
五

プ
リ
ン
タ
ー
（
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
Ａ
二
判
以

上
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
そ
の
他
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六

電
気
温
水
機
器
（
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
（
二
酸
化
炭
素
を
冷
媒
と
し

て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
る
も
の
に
限
り
、
暖
房
の
用
に

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
）

二
十
七

交
流
電
動
機
（
籠
形
三
相
誘
導
電
動
機
に
限
り
、
防
爆
型
の
も

の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
八

電
球
（
安
定
器
又
は
制
御
装
置
を
有
す
る
も
の
及
び
白
熱
電
球

に
限
り
、
定
格
電
圧
が
五
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
九

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
（
冷
蔵
又
は
冷
凍
の
機
能
を
有
し
な
い
も
の
そ

の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
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第
十
九
条
・
第
二
十
条

（
略
）

第
十
九
条
・
第
二
十
条

（
略
）

（
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
）

（
特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
）

第
二
十
一
条

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
熱
損
失
防
止
建
築

第
二
十
一
条

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
熱
損
失
防
止
建
築

材
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

材
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

断
熱
材
（
押
出
法
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
、
硬
質
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

一

断
熱
材
（
押
出
法
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
、
ガ
ラ
ス
繊
維
（
グ
ラ

フ
ォ
ー
ム
、
ガ
ラ
ス
繊
維
（
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
を
含
む
。
）
又
は
ス
ラ
グ

ス
ウ
ー
ル
を
含
む
。
）
又
は
ス
ラ
グ
ウ
ー
ル
若
し
く
は
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル

ウ
ー
ル
若
し
く
は
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
を
用
い
た
も
の
に
限
り
、
真
空
断
熱

を
用
い
た
も
の
に
限
り
、
真
空
断
熱
材
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め

材
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）

二
・
三

（
略
）

二

サ
ッ
シ
（
鉄
製
又
は
木
製
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）

三

複
層
ガ
ラ
ス
（
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
用
い
た
も
の
そ
の
他
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
二
条
～
第
三
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条
～
第
三
十
二
条

（
略
）


